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SA設備・特重施設のLCOに係る
記載の一部見直しについて

2025年10月9日
原子力エネルギー協議会
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2１．はじめに

 ATENAでは、新規制基準に適合した発電所の運用実績、現状の設備体系（DB設備、SA設備、特
重施設）における相互の補完関係等を踏まえ、現行保安規定の改善について検討している。

 主な検討項目は以下の通りであり、そのうち本件は②について議論したい。
① OLMの実施（伊方3号機にて現場実証実施中）
② SA設備及び特重施設（以下、SA設備等という）に対するLCOの適正化
③ 特重施設の積極的活用
④ DB設備、SA設備等のLCO及び「要求される措置」の充実
⑤ DB設備、SA設備等のAOT適正化（リスク情報の活用含む）
⑥ 米国STS rev.5の反映

 ②については、過去のCNO意見交換（第14回（2022年4月19日）及び第17回（2023年10月
17日））において議論したが（参考３参照）、継続的に議論が必要とされたものである。

 SA設備等については、当該設備が機能喪失しても、他の手段により要求機能が確保され、SA等発
生時の対処に問題がない場合がある。そのことを踏まえ、LCOに係る記載を適切なものに見直したい。

 なお、前回のCNO意見交換で説明した「LCO及び「要求される措置」の充実」並びに「AOT適正化」に
ついては、 別途、議論したい。
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 SA設備等に不具合が発生しても、SA等発生時の対処に問題がないと考えられる場合には、LCO
逸脱としないよう、LCOに係る記載を見直す。具体的には、LCO逸脱の可能性が相対的に高いと
考えられるもののうち、予備機への切り替えや他の手段により、要求される機能を担保できるもの
については、LCO逸脱に係る条件を見直したい。

 上記の考え方に基づき、次頁に詳述するとおり、衛星電話、可搬型モニタリングポスト（衛星による
データ伝送系）、可搬型気象観測装置（衛星によるデータ伝送系）、使用済燃料貯蔵プール監
視カメラのLCOに係る記載を見直したい。

3２．LCO設定の現在の状況と見直しの考え方

 LCO設定については、保安規定の審査基準（参考１参照）に記載のとおり、DB設備及びSA設
備等について、重要な機能に関してLCOを設定することとしているが、現状は以下のようになっている。

 JCO臨界事故を受けて、 DB設備の運転管理に関する記載事項について見直しがなされ、米国の
標準技術仕様書（STS）を参考とし、重要な安全機能を有する系統、機器等について運転状態
に応じたLCOを設定。

 更にその後、新規制基準が施行され、SA設備等が保安規定に追加されたが、それらのLCOの設
定に当たっては、それぞれのSA設備等の機能や安全上の重要度についての十分な議論を経ずに、
全てのSA設備等に対してLCOを設定。

【LCO設定の現状】
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4３．LCOに係る記載の見直しをする設備とその根拠

 現状の保安規定におけるLCOは、全てのSA設備等について、個々の機器が動作可能あるいは使
用可能であることを規定しており、その結果、設置許可基準規則の単一の要求事項に対して、複
数の手段が確保されている場合がある。
そのような機器については、多様性や多重性等による冗⾧性があるため、対象設備が動作不能となっ
た場合においても、予備機への切り替えや他の手段にて要求機能を確保できる場合は、SA等への対
処に支障がないことから、以下のSA設備等を対象に、LCO逸脱に係る条件を見直したい。

備考LCOに係る記載の
見直し方針機能喪失時の影響LCO逸脱の可能性

（実績）対象機器※１

【 参 考２
(１／３)】
参照

「他の通信連絡手段が使用可能
又は、速やかに予備機への切り
替えが可能な場合は、運転上の
制限を満足していないとはみなさ
ない。」とする趣旨を追記。

他の通信連絡手段や短時間での
予備機への切り替えにより、SA等
発生時の対処が可能である。

これまで複数（9件）の
LCO逸脱実績あり。

•衛星電話（特重
施設含む）

【 参 考２
(２／３)】
参照

「速やかに緊急時対策所に連絡・
記録する要員の確保が可能な
場合は、運転上の制限を満足し
ていないとはみなさない」とする趣
旨を追記。

緊急時対策所に連絡し記録する
要員により、SA等発生時の対処が
可能である。

これまでLCO逸脱の実績は
ないが、上記衛星電話と同
様に衛星回線を使用してい
るプラントについては、同種
のLCO逸脱が想定される。

•可搬型モニタリング
ポスト（衛星による
データ伝送系※２）

•可搬型気象観測
装置（衛星による
データ伝送系※２）

【 参 考２
(３／３)】
参照

「水位計・水温計及び放射線
モニタが動作可能な場合は、
運転上の制限を満足していない
とはみなさない。」とする趣旨を追
記。

水位計・水温計及び放射線モ
ニタにより、プールの状態を監視
することにより、SA等発生時の対
処が可能である。

これまで複数（5件）の
LCO逸脱実績あり。

•使用済燃料貯蔵
プール監視カメラ

※１ 機器名称は各社によって異なる
※２ 無線による伝送系を使用している場合は対象外
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４．まとめ 5

 今後、本日提示した考え方に基づくLCOに係る記載の見直しについては、準備が整ったプラントから、
順次、保安規定の変更認可申請を実施したい。

 なお、今回は一部のSA設備等について、LCO設定に係る記載の見直しについて検討・提案したが、
今後、更に他のSA設備等も含めた保安規定におけるLCO設定対象設備の考え方について、引き続
き、議論したい。
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（以下、参考）

6
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7【参考１】 保安規定の審査基準（抜粋）

【実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準】

発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重大事故
等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。）等について、運転状態に
対応した運転上の制限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」という。）、
ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイランス」という。）の実施方法及び頻度、
ＬＣＯを逸脱した場合に要求される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求
される措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」という。）が定められてい
ること。
なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条件又はその他の設計条件を
満足するように定められていること。

実用炉規則第９２条第１項第８号イからハまで
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（必要時敷設）

（常設）

×5台×5台

予備
中央制御室 緊急時対策所

×9台

予備

予備

衛星電話（固定）【中央制御室⇔緊急時対策所】機能喪失時の要求機能確保（対応順は①→③）

衛星電話（固定） 衛星電話（固定）

携行型通話装置 携行型通話装置

① ①

②

③

通話装置用
ケーブル

8

＜衛星電話（固定）機能喪失時の通信連絡イメージ＞

【参考２】 多様性・多重性等の冗⾧性が確保されている例（１／３）

①速やかに衛星電話（固定）を予備機に切り替える。（端末交換、アンテナ交換）
②予備の携行型通話装置（常設ライン）にて通話可能な状態にする。（携行型通話装置の設置）
③予備の携行型通話装置（必要時敷設ライン）を準備し、通話可能な状態にする。（ケーブル敷設）

衛星電話（固定）が機能喪失しても、予備機や携行型通話装置で通信連絡が可能である。
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9

可搬型モニタリングポスト・可搬型気象観測装置のデータ伝送系【現場⇔緊急時対策所】機能喪失時の
要求機能確保

＜可搬型モニタリングポストデータ伝送機能喪失時の対応イメージ＞ ＜可搬型気象観測装置データ伝送機能喪失時の対応イメージ＞

＜可搬型モニタリングポストの場合＞
 可搬型モニタリングポストのデータ伝送系が機能喪失した際には、緊

急時対策所に連絡し記録する要員を確保することで、その要員を
通じてデータ伝送を行う。

例:柏崎刈羽の保安規定（抜粋） 第66条（重大事故等対処設備）

＜可搬型気象観測装置の場合＞
 可搬型気象観測装置のデータ伝送系が機能喪失した際には、緊

急時対策所に連絡し記録する要員を確保することで、その要員を
通じてデータ伝送を行う。

【凡例】
:有線回線
:衛星回線

可搬型気象観測装置
データ処理装置

（表示，記録，伝送）

緊急時対策所

衛星通信設備

データ伝送系が機能喪失
した場合、緊急時対策所
に連絡し記録する要員を
確保

【参考２】 多様性・多重性等の冗⾧性が確保されている例（２／３）

可搬型モニタリングポスト及び可搬型気象観測装置のデータ伝送系は、
一部のプラントにおいてLCO逸脱実績のある通信設備と同様、衛星を用
いている場合がある。同伝送系が機能喪失しても、以下の通りデータ伝
送が可能である。

可搬型
モニタリングポスト 緊急時対策所

衛星通信設備

データ伝送系が機能喪失
した場合、緊急時対策所
に連絡し記録する要員を
確保

【凡例】
:有線回線
:衛星回線

データ処理装置
（表示・警報，
記録，伝送）
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使用済燃料貯蔵プール監視カメラ機能喪失時の要求機能確保 例:柏崎刈羽の保安規定（抜粋）
第66条（重大事故等対処設備）

 監視カメラが機能喪失したとしても、使用済燃料プールに設置され
た水位・水温計及び放射線モニタを用いることで、使用済燃料プー
ルの冷却状態の監視が可能である。

＜監視カメラの機能喪失時の使用済燃料プールの冷却状態の監視イメージ＞

監視カメラが機能喪失し
ても水位・水温計や放
射線モニタにて監視可能

10【参考２】 多様性・多重性等の冗⾧性が確保されている例（３／３）

代替パラメータ主要パラメータ

推定方法要素要素

使用済燃料貯蔵

プール監視カメ

ラ（使用済燃料

貯蔵プール監視

カメラ用空冷装

置を含む）

①使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA広

域）

①使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA）

①使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）

使用済燃料貯蔵プール水

位・温度，使用済燃料貯蔵

プール放射線モニタにて，

使用済燃料プールの状態を

推定する。



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

【参考３】「第17回主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会」
資料（2023年10月17日）

https://www.da.nra.go.jp/view/NRA022030028?contents=NRA022030028-002-003

11
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https://www.da.nra.go.jp/view/NRA022030028?contents=NRA022030028-002-003

12【参考３】「第17回主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会」
資料（2023年10月17日）
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